
公共土木施設災害復旧事業について
(道路関係)

鹿児島県土木部道路維持課



平成30年の道路災発生状況について

●県工事 ○市町村工事
道路 41箇所 道路 117箇所
橋梁 0橋 橋梁 0橋

合計 158箇所 0橋

平成29年災 合計 85箇所 0橋
平成28年災 合計 395箇所 14橋
平成27年災 合計 207箇所 1橋

○ ３０災（道路災）件数

※上記のうち，約半分（県21箇所，市町村50箇所）が９月末の
台風24号にて被災

【参考】過去発生状況



１ 道路災害復旧事業の設計に
あたって



道路のブロック積み根入れについて

通常のブロック積み

地盤面から基礎コンクリート天端まで
深さ30cm（ブロック1個）以上

かつ 地盤面から基礎コンクリート底盤まで
深さ50cm以上
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大型ブロック積み等

地盤面から基礎コンクリート天端まで
深さ50cm以上

地盤面から基礎コンクリート底盤まで
深さ50cm以上

かつ

※河川の場合，
基礎コンクリート天端まで
0.5～1.5m程度となってい
るため注意を

道路災害復旧事業の設計にあたって（統一事項）



道路災害復旧事業の設計にあたって（被災原因）

災害復旧事業は，原形復旧が原則ですが，「再度災害を受けない」
ように設計することが重要です。
被災原因や周辺状況をしっかり把握した上で，復旧工法を設計して
下さい！

路面水が集中し，路肩決壊
◎排水対策はきちんとなされているか。
※未満災や，施工後２～３年で再度被災したものの原因で
非常に多い！
アスカーブを設置していない，縦溝の断面が不足，
枡が無い，流末の処理が不十分・・・等

異常な降雨による法面崩壊
○湧水がないか。
○法面の土質はしっかり確認したか。



道路災害復旧事業の設計にあたって（起点・終点）

当初決定を受けた範囲外の施工は災害復旧でできないので，
起点・終点（災害復旧範囲）は，復旧が必要な部分に漏れが無いよう，
注意すること。
※起点終点の設定根拠も重要です

舗装・擁壁にクラックは無いか・・・？

法面に変状は無いか・・・？

基礎部に変状は無いか・・・？

沈下の跡が見られないか・・・？

・・・・等



道路災害復旧事業の設計にあたって（法面工①）

公共土木施設の災害申請工法のポイント（平成27年改訂版）P98・99

安定勾配は，災害手帳（道路土工指針）
に基づき決定すること！



事例：切土法面勾配の根拠を，隣接箇所等から判断

（事前着手協議時資料）

査定決定時は指摘無く採択されたが，後の重変協議時に，土工指針に
基づく整理を要求された

道路災害復旧事業の設計にあたって（法面工②）



道路災害復旧事業の設計にあたって（法面工③）

災害復旧事業は，災害手帳（各種道路土工指針を参考）により設計
を行うので，法面工選定の際は，特に注意すること。

※【切土のり面におけるのり面保護工の選定フロー】

安定勾配が確保
できるか

落石の発生や表層の
部分的な滑落の恐れ
があるか

安定勾配が確保できない場合
は，ロックボルト等を必ず検討

現地の土質をしっかり確認し，
法枠等の必要性を整理する



災害復旧事業の設計にあたって（法面工④）

公共土木施設の災害申請工法のポイント（平成27年改訂版）P100・101

選定フローで植生基材の厚さに幅（3～5cm等）がある
場合は，周辺の施工状況等勘案して厚さを決定すること！
（4cm，5cmを申請する場合は，3cmでは不足する理由を整理する）



災害復旧事業の設計にあたって（取付工・仮設関係①）

①仮設工法の計上漏れは無いか
・施工に必要な仮設道路，足場等は適切に設計しているか。
・重機の分解組立は計上しているか。
・施工に伴い迂回路が必要とならないか。

（防災課に確認したところ，仮設工（仮設道路）として
申請可能とのこと）

・特殊な撤去工法が必要とならないか。

②取付工は適切に設計・計上されているか
計上漏れは論外だが，きちんと摺付くように設計すること。
←すり付け工を施工するための「すり付け」が必要な事例

があり，現場が非常に苦労する。

災害復旧事業は，増破・その他当初確認できなかった理由がないと
変更ができません。特に仮設工・取付工での不備が多く見られますの
で，抜けのないようにお願いします。



事例①：掘削・土砂搬出のための仮設道路未計上・
すり付け工の不足

軽量盛土施工のための掘削土の搬出路が未計上
→施工では起点側に１０ｍ程度のスロープを設けた。

すり付け工も軽量盛土で両端4.0m計上していたが，
すり付け端部の掘削深が3mあり，すり付けが不足。

災害復旧事業の設計にあたって（取付工・仮設関係②）



事例②：ＰＣ橋の撤去工法について，直接取壊しを選択
←ワイヤーソー工法に変更したが，本省との重変協議
にあたりかなりの時間を要した。

【当初】

【変更】

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽが残っているＰＣ橋を直接
取り壊すのは実質困難

変更協議で認めてもらうために，
残留ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽを計測したり，直接
取り壊した事例を見つける等，
非常に労力を要した。

※ｸﾚｰﾝの分解組立も要注意！

災害復旧事業の設計にあたって（取付工・仮設関係③）



（その他）
・改良復旧事業（橋梁）の設計においては，査定まで時間の
無い中で「原形復旧時」と「改良復旧時」の設計を行うこと
となり，作業量が膨大だが，なるべく改良復旧時の設計にお
いても，仮設工法やすり付け等に漏れのないよう，また費用
についても，なるべく不足の無いよう留意していただきたい。
（査定後に詳細設計を行うので，かなり困難ですが）

※特に親災と改良費が近い場合
採択要件：原則，親災（原形復旧時の復旧費用）を改良費

（改良復旧時の費用－親災）が越えないこと。

災害復旧事業の設計にあたって（その他①）



災害復旧事業の設計にあたって（その他②）

平成３０年台風２４号では，海岸沿い道路の被災が多く発生

被災原因は「波浪」なので，実際に波がどこまで来たのか，
整理が必要（申請上は15m以上の暴風だとしても）
※査定官より指摘

波浪の解析が必要となるので，今後注意すること。



災害復旧事業の設計にあたって（その他②） H30災 説明資料より抜粋



災害復旧事業の設計にあたって（その他②） H30災 説明資料より抜粋



災害復旧事業の設計にあたって（その他②） H30災 説明資料より抜粋



２ 事前打合せが必要な案件
について



「事前打合せ」とは・・・
災害査定事務の合理化と，適正かつ迅速な事業の施行
をはかるため，災害査定の申請を行う前までに，申請
者（県・市町村）が国土交通省，九州地方整備局（お
よび財務局）に対し，申請内容について打合せを行う
こと。

災害復旧事業は，発生から２ヶ月以内に査定を行うが
，それまでの間に事前打合せ及び打合せ結果の反映等
を行う必要があるため，非常にタイトなスケジュール
となる。
（発生後１ヶ月程度迄に協議を行えるよう，ご協力を
お願いします！）

事前打合せが必要な案件について①



事前打合せが必要な案件について②



「事前打合せ」が必要な主な案件は下記のとおり。

事前打合せが必要な案件について③

● 査定前に緊急に施行する必要のある箇所
（全応急）

● 未満災の申請

● 地すべり防止対策を主体工法とした申請

● 橋梁災の申請



事前打合せが必要な案件について④

・ 工法検討を行う際，地質調査が必要である場合は，調査データの資料
（工法検討を行う上で，ボーリング調査等の地質調査が必要である場合は，緊急な場合を除き，
災害の規模，予定される復旧工法に応じて有効な箇所で実施し，そのデータを整理する）

● 打合せ資料＜個別，その他＞

・ 査定前施行の場合
査定時には，既に工事が着手されており，被災状況が確認できないため，特に的確に被災
状況を把握することのできる写真・資料を事前打合せ時にも整理しておく。

・ 地すべり災害の場合
災害発生からの観測データを整理する。
①地表面変位（移動量・方向）・地下水位の観測データ
②地表踏査の結果（地すべりの範囲）

③その他必要な調査データ（地質調査データ等）

● 打合せ資料＜共通＞

・ 災害を起こした異常気象の説明資料

・ 被災状況の把握ができる資料
（写真，位置図など。特に湧水等が確認される場合は，湧水状況の詳細写真等を整理しておく）

・ 被災メカニズムの説明資料

・ 採用した復旧工法の説明資料
（工法比較検討資料を作成する。工法比較は，可能な限り多くの工法を比較対象として整理する）



H30未満災 協議資料より抜粋事前打合資料例①



H30未満災 協議資料より抜粋事前打合資料例①



H30未満災 協議資料より抜粋事前打合資料例①



H30未満災 協議資料より抜粋事前打合資料例①



H30未満災 協議資料より抜粋事前打合資料例①



地すべり範囲を確認できる，端部の写真（滑落崖・亀裂等）が最重要！

H30地すべり災 協議資料より抜粋事前打合資料例②



H30地すべり災 協議資料より抜粋事前打合資料例②

地すべり範囲を確認できる，端部の写真（滑落崖・亀裂等）が最重要！



H30地すべり災 協議資料より抜粋事前打合資料例②

地すべり範囲を確認できる，端部の写真（滑落崖・亀裂等）が最重要！



３ 欠格・失格・工法変更の
事例について



復旧費用の限度額

都道府県等 １２０万円
市町村 ６０万円

失 格 ・ 欠 格 と は

被災の事実なし 異常な天然現象によらない
過年災害 前災処理
別途施行 重複
対象外施設 所管外施設
被害少 経済効果少
維持工事 設計不備
施行粗漏 維持管理不良
埋そく 天然河（海）岸
工事中災害 小規模施設

異常な天然現象により生
じた災害である

（法第２条） 負担法上の公共土木施設で
現に維持管理されている

（法第３条）

地方公共団体又はその機
関が施行する

（法第３条）
負担法による適用除外に
当たらない

(法第６条）



欠格①：山側法面の崩壊⇒被害少と判断

H22災・実査

●申請：
・のり面が崩壊し道路
側溝が崩土により埋塞

・鋼製法面保護工
L=37m
・申請額 9,952千円

●査定：

・のり面の一部が損壊
はしているが、道路機
能損失とは見受けられ
ない。

豪雨により、山側
のり面が表面侵食
と湧水により崩壊



●申請：
・橋梁災 延長２１ｍ
・木橋を永久橋で復旧
・申請額 １８，３１４千円

●査定：
・接続する２ｍ以上の道路
が，現地で確認できず，道
路台帳でも確認できな
かったことから小規模施
設と判断

欠格②：木橋を永久橋で復旧⇒小規模施設と判断

台風の出水により、
町道の木橋が流失

既設木橋
被災状況

被災状況

被災木橋

高低差約5m

幅員1.6m

（災害手帳 Ｐ２２，Ｐ３６）

H22災・実査



欠格③：山側法面の崩壊⇒欠格(所管外施設)

●申請：
・復旧延長 L=35m
・かご工 134m2
・申請額 5,051千円

●査定：

・被災施設が農水省所管
施設であったため、所管
外施設と判断。

豪雨により、山側
法面が浸食と湧水
により崩壊

A箇所

B箇所

H22災・机上

農業施設



欠格④：道路山側法面崩壊 ⇒ 崩土が小規模と判断



欠格⑤：兼用護岸崩落 ⇒ 設計不備



失格①：排水構造物（集水ます・横断排水） ⇒ 改良と判断



失格②： 路側法面の崩壊⇒用地活用

●申請：
・２２災 延長 L=10m
・路肩および法面保護が必要
・Coブロック積
・排水工（ｱｽｶｰﾌﾞ，縦排水溝）
・申請額 1,019千円

●査定：
・既設水路まで幅（余裕）がある
・用地活用し法尻かご１段に変更
・部分的な排水処理は効果なし
・査定額 252千円

豪雨により、大量の
路面水が流下し、路
側のり面が被災

官民境界

既設水路

H22災・実査



失格③：路側法面の崩壊⇒工法の変更

豪雨により、表面水及び
盛土内部の水位が上昇し、
滑り崩壊を起こした。

●申請

・既設盛土材を除去後、
良質土による盛土復旧

・プレキャスト法枠工に
よる法面保護
・延長：L=10.5m
・申請額 ：1,477千円

●査定

・プレキャスト法枠工の
必要性がないため、張
芝工に変更
・査定額：805千円

H=2.6

H22災・机上



失格④： 路肩の崩壊⇒ブロック積法長の変更

●申請：
・延長 L=5.0m
・ブロック積 A=15.0ｍ２
・申請額 681千円

●査定：
・ブロック積を既設天端で結ぶ
・査定額 596千円

豪雨により、路面水
が集中し、路肩及び
法面が崩壊。

終
点

起
点

ブロック積

野芝

N
O
.5

N
O
.2.5

N
O
.0.0

5.00

3.
00

境界

H22災・机上



失格⑤：多段かご工 ⇒ 掘削工及び植生工



失格⑥：法面被災 ⇒ 部分的な被害と判断



豪雨により路面水が集中し路
肩部が崩壊し、路面が沈下。
法尻部は河川の流水により側
方侵食を受けた。
法面には桜が植樹されている。

桜に影響しない工法

変更①： 道路の路肩 ブロック積 ⇒ L型擁壁

●申請：
・法尻から兼用護岸として
ﾌﾞﾛｯｸ積を計画
・申請額 9,998千円

●査定：
・法尻部は被害小のためカット
・桜を切らずに施工
・路肩部にL型擁壁設置で変更

・査定額 2,765千円

40cm沈下

H22災・実査



変更②： 道路の山側法面 ブロック積 ⇒ ふとんかご

豪雨により山側法面が、
表面侵食で崩壊
路上に落石、崩土

●申請：

・豪雨による表面侵食で斜面の
崩壊を確認
・ﾌﾞﾛｯｸ積 A=126.0㎡
・植生基材吹付 A=476.0㎡
・申請額 9,968千円

●査定：

・山林からの浸透水が多く見受
けられるため、排水に適した工
法がよい。
・査定額 7,304千円

H22災・実査



梅雨前線豪雨により道路の
法面下部にあった河川が
増水し、河川の側方浸食に
より法面全体が崩壊し、
河川が埋没した。
●申請：
・道路災（兼用道路）で申請。
・当初、河川との兼用工作物を検討
していたが、経済比較により本工
法を選定した。
・延長 26.0m
・申請額 40,645千円
●査定：
・本箇所は道路災と河川災と分けて
申請すべきであり、河川災である
河川護岸及び法面工については、
採択できない。
・道路のみを復旧する工法を再検討。

・査定決定額 16,707千円

変更③：補強土壁工＋河川護岸 ⇒ 親杭工＋アンカー工

道路のみを
復旧する工法

河川部分は
採択できない

H22災・実査



変更④：かごマット ⇒ 吹付枠工



Ｈ２５年度事例 設計変更 ：高エネルギー吸収柵工 → 擁壁工

豪雨により山側法面が
表面侵食で崩壊。

●申請
法面上に民地があり，用地
買収が困難であった上，法
面の安定勾配の確保も困
難であったため，高エネル
ギー吸収柵工を申請
（H=2.5m L=16.5m）
申請額 ： 13,930千円

●査定
オーバーハング部の土塊
の除去の上，エネルギーを
再計算して，経済的な工法
に変更。

待受擁壁工
（H=2.0m L=12.0m）
申請額 ： 1,324千円

申請 （高エネルギー吸収柵） 査定 （待受擁壁）



４ 鹿児島県における採択事例



H30未満災：道路災

【前災の概要】
異常な降雨により、路面排水等
が集中、縦排水溝の排水能力を
超過したため、路肩から流水が
路体内に浸透し、強度を失い崩
壊した。排水対策としてアスカー
ブを設置し、盛土工による復旧
を申請し採択された。
H30年災については、前災と同
規模の総雨量であったが、

長時間にわたり降雨が集中した
とともに、最大瞬間風速49.1m/s
の暴風が発生したことで周辺道
路の排水溝が枝葉等で排水不
良となり、当箇所に排水が集中
したことで路肩から流水が路体
内に浸透し、強度を失い崩壊し
た。
【H30災の概要】
前災で復旧した盛土工及び地山
が決壊したため、補強盛土工案
と大型ブロック積案を比較検討し、
より経済的となる補強盛土工案
で申請し採択された。
また，縦排水溝を500型（既設は
300型）で申請し採択された。

【前災】

【H30災】

標準断面図
竣工写真

被災写真

平面図

標準断面図平面図

復旧延長 L=14.0m(W=6.0m)
盛土工 378.0m3
張芝 89.6m2
U型側溝（300×300） 16.6m
As舗装工 33.8m2
ガードレール（土中用） 12.0m
アスカーブ 11.5m

復旧延長 L=15.2m(W=6.0m)
補強盛土工 420.0m3
法面流出防止シート 90.0m2
U型側溝（500×500） 16.0m
As舗装工 67.0m2
ガードレール（土中用） 16.0m

鹿児島県の事例（その①）H30未満災



査定結果
表層の5cmはカット（単独費にて施工）
仮設ﾓﾙﾀﾙ工は応急本工事で採択
仮道 L=138．0m ｗ=6.0m
・盛土、路盤10cm、As基層5cm、As表層5cm

道路
W=6m

仮道舗装
表層工 5cm
基層工 5cm
路盤工 10cm
盛土工

仮道
W=6m

仮設ﾓﾙﾀﾙ工

応急工事 申請内容
仮道 L=138．0m ｗ=6.0m

・盛土、路盤10cm、As基層5cm、As表層5cm
仮設ﾓﾙﾀﾙ工 A=245㎡

仮道

鹿児島県の事例（その②）応急工事による仮道



鹿児島県の事例（その③）市道亀割～牧之原線【霧島市】

≪被災原因≫

○ 異常降雨により被災地上流側の山腹
崩壊が発生し，道路路体上流側に雨水
が湛水し，盛土内部に浸透し，盛土本体
が弱体化
○ 弱体化した盛土が水圧に耐えきれず，
石積暗渠天端を境に路体が崩壊



鹿児島県の事例（その③）市道亀割～牧之原線【霧島市】

≪被災メカニズム≫



鹿児島県の事例（その①）市道亀割～牧之原線【霧島市】

採択要綱 第３・（２）・イ「原形復旧不適当」（原形復旧とみなす）≪復旧工法≫

○ 上流からの土砂（流木等）が既設暗
渠を閉塞したことにより，盛り土上流側
で雨水が湛水して崩壊したため，被災
原因の除去および再度災害防止を目的
として橋梁による復旧を計画
○ 橋台前面に，流水等による渓床低下
や基礎部洗掘を防止する目的で排水路
を設置



≪被災原因・メカニズム≫

鹿児島県の事例（その②）市道下川原線【姶良市】

○ 既設橋脚（ラーメン橋脚）が河積を阻害
○ 異常降雨により河川が増水し，水位の急激な
上昇やその過程において橋脚への流竹木等が
集積したことから，橋脚周辺で渦流による河床
低下および異常洗掘が生じ，橋脚の基礎が沈
下したことで，Ｐ３橋脚が傾倒（１０°程度）



採択要綱 第３・（２）・ル「原形復旧不適当」（原形復旧とみなす）

鹿児島県の事例（その④）市道下川原線【姶良市】

≪復旧工法≫

○ 現在の橋梁を撤去し，付替道路として右岸側
の交差点部を直角取付に改良する付替道路案
○ 現在の橋梁（５径間）の橋脚すべてを撤去す
ることにより，高水による流下阻害を解消できる。



鹿児島県の事例（その⑤）市道浦石原石ヶ野線【鹿屋市】

≪被災原因≫

○ 上部工および橋脚は流出したが，橋台が健全な状態
で現地に残っており，全橋被災としては認められない。
（原形復旧が原則）



≪災害復旧事業≫

≪改良復旧事業≫

災害関連事業による改良復旧【重田橋（鹿屋市）】

○ 現況の径間長は１２ｍ程度
であり，河川構造令における
基準径間長=20+0.005Qを満
足することができない。

○ 被災原因となった橋脚は
復旧せず，基準径間長を確
保し，河積の拡大を図る。

査定方針 第１９条（一），（二）ト（へ）
河川管理施設等構造令に規定する規格の範囲内において改良して施行する工事



木橋を永久橋へ！！【井之上橋（鹿屋市）】

≪公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 事務取扱要綱 第３･（二）･リ≫

木橋又は一部が木造である橋梁の木造部分が被災した場合で，治水上又は道路交通上
当該被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において，必要最小限度にお
いて，当該木橋又は木造部分の全部又は一部を永久構造として施行する工事又はこれ
に伴いけた下高を上げて施行する工事



木橋を永久橋へ！！【井之上橋（鹿屋市）】

≪公共土木施設災害復旧事業査定方針≫

「技術者のための災害復旧問答集（一般社団法人 全日本建設技術協会）」より抜粋



≪災害復旧事業≫

コンクリート橋による復旧
全延長の２／３以上が被災

木橋を永久橋へ！！【井之上橋（鹿屋市）】



５．おわりに

災害復旧事業は，非常に限られた期間の中で調
査・設計を行わなければならないところです。

適切な工法で復旧を行うためには，コンサルの
皆様の力が不可欠です。本年度も災害が発生した
場合は，ご協力をお願いします。

また査定受験前には，自治体担当者が復旧工法
を理解して説明できるように，しっかり打合せを
行うようお願いします。



ご静聴ありがとうございました！

ご不明な点が御座いましたら、

いつでもご相談下さい！

鹿児島県土木部道路維持課


